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○国が示した指標例は、以下の６つの段階別となっている。
①予防・啓発　　②救護　　③急性期　　④回復期
⑤脳卒中：維持期・生活期、心血管疾患：慢性期　　⑥再発・重症化予防

○第８次静岡県保健医療計画では、「脳卒中」及び「心筋梗塞等の心血管疾患」は、段
階ごとの記載としており、第９次静岡県保健医療計画と整合性を図る必要がある。

○第２期循環器病対策推進基本計画（国）に追加された項目について、追加を検討す
る必要がある。

第２次静岡県循環器病対策推進計画骨子の方針案

○個別施策（分野別施策）の「現状・課題」、「施策の方向性」を、疾患別（脳卒中、
心血管疾患）、段階別に整理してはどうか。

○段階⑤については、脳卒中と心血管疾患で統一してはどうか。（部会意見）
○個別施策（分野別施策）以外の項目については、国計画に合わせて追加することとし

てはどうか。

考え方

方針案
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　循環器病対策推進基本計画（国）の骨子①

第１期基本計画

１．はじめに

２．循環器病の特徴並びに循環器病対策に係るこれまでの取組及
び課題

３．全体目標
（１）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発
（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実
（３）循環器病の研究推進

第２期基本計画

１．はじめに

２．循環器病の特徴並びに循環器病対策に係るこれまでの取組及
び課題

３．全体目標
（１）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発
（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実
（３）循環器病の研究推進

変更なし

変更なし

変更なし
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　静岡県循環器病対策推進計画骨子案①
第１次静岡県循環器病対策推進計画

第１章　基本的事項
第１節　計画策定の趣旨
第２節　計画の位置づけ
第３節　計画の期間

第２章　循環器病の現状
第１節　生活習慣

１　生活習慣病の有所見率
２　主要死因における循環器病の割合

第２節　脳卒中
１　脳卒中による年齢調整死亡率

(1) 脳卒中の治療に関わる主な医師の状況
(2) 脳卒中に対する医療の対応状況

第３節　心血管疾患
１　心血管疾患による年齢調整死亡率
２　心血管疾患の標準化死亡比（SMR）
３　心血管疾患の医療提供体制

(1) 心血管疾患の治療に関わる主な医師の状況
(2) 心血管疾患に対する医療の対応状況

第３章　全体目標
第１節　健康寿命の延伸

１　現状
２　目標

第２節　年齢調整死亡率の減少
１　現状

(1) 脳卒中による年齢調整死亡率
(2) 心血管疾患による年齢調整死亡率

２　目標

変更なし
第２次静岡県循環器病対策推進計画（案）

第１章　基本的事項
第１節　計画策定の趣旨
第２節　計画の位置づけ
第３節　計画の期間

第２章　循環器病の現状
第１節　生活習慣

１　生活習慣病の有所見率
２　主要死因における循環器病の割合

第２節　脳卒中
１　脳卒中による年齢調整死亡率

(1) 脳卒中の治療に関わる主な医師の状況
(2) 脳卒中に対する医療の対応状況

第３節　心血管疾患
１　心血管疾患による年齢調整死亡率
２　心血管疾患の標準化死亡比（SMR）
３　心血管疾患の医療提供体制

(1) 心血管疾患の治療に関わる主な医師の状況
(2) 心血管疾患に対する医療の対応状況

第３章　全体目標
第１節　健康寿命の延伸

１　現状
２　目標

第２節　年齢調整死亡率の減少
１　現状

(1) 脳卒中による年齢調整死亡率
(2) 心血管疾患による年齢調整死亡率

２　目標

変更なし

変更なし
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　循環器病対策推進基本計画（国）の骨子②

第１期基本計画
４．個別施策
【循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備】
（１）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発
（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実

①循環器病を予防する健診の普及や取組の推進
②救急搬送体制の整備
③救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制

の構築
④社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援
⑤リハビテーション等の取組
⑥循環器病に関する適切な情報提供・相談支援
⑦循環器病の緩和ケア
⑧循環器病の後遺症を有する者に対する支援
⑨治療と仕事の両立支援・就労支援
⑩小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策

（３）循環器病の研究推進

５．循環器病対策の総合的かつ計画的な推進の確保のために必要
な事項

（１）関係者等の有機的連携・協力の更なる強化
（２）都道府県による計画の策定
（３）必要な財政措置の実施及び予算の効率化・重点化
（４）新型コロナウイルス感染症を踏まえた対策
（５）基本計画の評価・見直し

第２期基本計画
４．個別施策
【循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備】
（１）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発
（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実

①循環器病を予防する健診の普及や取組の推進
②救急搬送体制の整備
③救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制

の構築
④リハビテーション等の取組
⑤循環器病の後遺症を有する者に対する支援
⑥循環器病の緩和ケア
⑦社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援
⑧治療と仕事の両立支援・就労支援
⑨小児期・若年期から配慮が必要な循環器病への対策
⑩循環器病に関する適切な情報提供・相談支援

（３）循環器病の研究推進

５．循環器病対策の総合的かつ計画的な推進の確保のために必
要な事項

（１）関係者等の有機的連携・協力の更なる強化
（２）他の疾患等に係る対策との連携
（３）感染症発生・まん延時や災害時等の有事を見据えた対策
（４）都道府県による計画の策定
（５）必要な財政措置の実施及び予算の効率化・重点化
（６）基本計画の評価・見直し

項目の
並び替え

一部項目の
新設
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第１次静岡県循環器病対策推進計画
第４章　分野別施策

第１節　循環器病の診療情報の収集・情報提供体制の整備
第２節　循環器病の予防や正しい知識の普及啓発

１　栄養・食生活
２　身体活動・運動
３　喫煙
４　歯・口腔の健康
５　血圧

第３節　保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実
１　循環器病を予防する健診の普及や取組の推進
２　救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築

(1) 脳卒中
ア　脳梗塞、脳閉塞
イ　脳出血、くも膜下出血
ウ　リハビリテーション

(2) 心血管疾患
ア　急性冠症候群
イ　大動脈疾患
ウ　心不全
エ　心房細動（高血圧コントロールなどの二次予防を含む）

第４節　循環器病の研究推進

第５章　計画の推進体制と評価
第１節　推進体制
第２節　新型コロナウイルス感染症を踏まえた対策
第３節　計画の評価・見直し

　静岡県循環器病対策推進計画骨子案②

変更なし

変更なし

第２次静岡県循環器病対策推進計画（案）
第４章　分野別施策

第１節　循環器病の診療情報の収集・情報提供体制の整備
第２節　循環器病の予防や正しい知識の普及啓発

１　栄養・食生活
２　身体活動・運動
３　喫煙
４　歯・口腔の健康
５　血圧

第３節　保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実
１　脳卒中

(1) 予防・啓発
(2) 救護
(3) 急性期
(4) 回復期
(5) 維持期・生活期
(6) 再発・重症化予防

２　心血管疾患
(1) 予防・啓発
(2) 救護
(3) 急性期
(4) 回復期
(5) 維持期・生活期
(6) 再発・重症化予防

第４節　循環器病の研究推進

第５章　計画の推進体制と評価
第１節　推進体制
第２節　他の疾患等に係る対策との連携
第３節　感染症発生・まん延時や災害時等の有事を見据えた対策
第４節　計画の評価・見直し

国計画に
合わせて変更

疾患別
段階別
に変更
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